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            新型インフルエンザ発生前～パンデミック期の概況 
2009年H1N1インフルエンザの
経験から 

新型インフルエンザ発生宣言からパンデミックに至るまで7週間 
我が国のインフルエンザ定点あたり報告数（2005年第1週～2011年第12週） 

報
告
数
（人
／
定
点
） 

感染症発生動向調査速報（2011年4月5日）インフルエンザ http://idsc.nih.go.jp/idwr/sokuho/index.html 2 

H1N1インフルエンザ・パンデミック 

各年疫学週
（第○週） 

報
告
数
（人
／
定
点
） 

我が国のパンデミック期前・中・後におけるインフルエンザ定点あたり報告数（2009年第1週～2010年第35週） 

2010年8月10日 
ポストパンデミック 

2011年4月1日 
新型インフルエン
ザ（A/H1N1）→通
常の季節性インフ
ルエンザ 

ヒトにおけるブタ由来インフルエンザ症例報告数 
1958～2005年 37症例（0.8症例／年） 
2005年12月～2009年2月 12例（3.0人/年） 

2009年4月21日 
米CDCによる注意喚起 

拡大 

6日間 

各年疫学週
（第○週） 

季節性インフルエンザ 

2009年6月12日 
フェーズ6 

2009年4月29日 
フェーズ5 

2009年4月27日 
フェーズ4 

45日 
約7週間 

2日間 

425日 
約61週間 



            新型インフルエンザ発生前～パンデミック期の概況 
2009年H1N1インフルエンザの
経験から 

新型インフルエンザ流行状況急変に応じた段階ごとの対策必要 

WHO パンデミック警報フェーズ 
（2011年4月15日現在） 

【参考】厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/13.html 

     WHO 現在の鳥インフルエンザH5N1におけるパンデミック警報フェーズ http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/ 3 

フェーズ 1 ～      3 

フェーズ4 

フェーズ5-6/ 

パンデミック 
ポスト・ピーク 

ポスト・パンデミック 

未発生期 第一
段階 
海 外 

発生期 

第二
段階 
国 内 

発生期 

第三段階 

感染拡大期 まん延期 回復期 

第四段階 

各都道府県の判断で移行 

季節性インフルエ
ンザへの移行 

国の発生段階の位置付け 

新型インフルエンザ専門家会議意見書 

（平成23年2月）における発生段階の提言 

各都道府県の判断で移行【拡大】 

青森県の発生段階の位置付け 
未発生期 海外発生期 国内発生期 県内発生・小流行期 

時 間 （TIME） 

平  時 海外発生 国内発生 県  内  発  生 

現在の鳥インフルエンザH5N1パンデミック警報 

新型インフルエンザ発生の危険性は当時のまま 
現在のインフルエンザH1N12009の位置付け 

2009年 ４から５への 
期間：２日間 

2009年 ５から６への 
期間：45日間 

新型インフルエンザ流行状
況の急速な変化に対応 

県内流行・大流行期 県内流行終息期 

現行 

現行 

未発生期 提言 

現行 

第四段階 

（案） 



              新型インフルエンザ対策の基本的方向性（改定案） 
2009年H1N1インフルエンザの
経験から 
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医療関連 

マニュアル 

未発生期 

海外発生期 

国内発生期 

県内流行・大流行期 

県内流行終息期 

医療確保計画 

危機管理要綱 

患者（有症者）対応マニュアル 

積極的疫学調査マニュアル 

検体採取・搬送マニュアル 

患者等搬送マニュアル 

住民対応マニュアル 

相談対応マニュアル など 

健康危機管理対策会議 

健康危機管理庁内連絡会議 

庁内連絡会議 

部内対策会議 

新型インフルエンザ 

対策本部 県内発生・小流行期 

平  時 

海外発生 

県内発生 

国内発生 

青森県危機管理指針 

青森県新型インフルエンザ対策行動計画 

（
危
機
対
策
本
部
） 

医療提供の基本方針 

危機管理の基本方針 

【目標】流行時における感染拡大を可能な限り防止、死亡や重症化等の健
康被害を最小限に止める、社会的・経済的機能の低下を極力抑制 

医療提供マニュアル 

危機管理マニュアル 

青森県新型インフルエンザ対策行動計画 

青森県危機管理指針 

今後 

基本的方針と対策
の基本に整理 

県の危機管理対
策として明確化 

地域の協議会で、地域の
医療提供体制を定める 

地域の資源に応じて地域で詳細 

基
本
方
針
と
対
策
の
基
本
的
手
順
に
整
理 

従来 


